
 

             

 

 
 

 
 

 

企業局初！（土地に関する協定） 

株式会社紀陽銀行と遊休地に係る包括連携協定を締結 
～官民連携により地域の活性化をはかります～ 

 

和歌山市企業局と株式会社紀陽銀行とは、企業局が保有する遊休地の有効利用について、 

金融機関が持ち合わせている特性を活かし、お互いの事業活動を推進し、地域の活性化を図る 

ことを目的として包括連携協定を締結することとし、次のとおり協定締結式を執り行います。 
 

１ 協定締結式に関して 

・協定日  令和３年７月２１日（水） １４：００～１４：１０ 

   ・場 所  和歌山市役所本庁舎７階 記者会見室 

   ・出席者  株式会社紀陽銀行 

取締役上席執行役員            丸岡
まるおか

 範夫
の り お

 氏 

営業支援部 部長 兼 地方創生推進室 室長  吹田
す い た

 和彦
かずひこ

 氏 

和歌山市役所支店 支店長         半井
は ん い

 貴史
た か し

 氏 

和歌山市 

公営企業管理者    瀬崎
せ ざ き

 典男
の り お

 

企業局長       中村
なかむら

 嘉
よし

宏
ひろ

 

企業局 経営管理部長 大樫
おおがし

 将史
ま さ し

 

  

２ 連携項目と主な取組 

（１）遊休地の有効利用に関する調査研究及び広報活動 

   和歌山市企業局が所有する遊休地の売却または賃貸借等について、どういった有効利用

が図れるのか、現状の調査を基に研究を行い、遊休地について広報を行う。 

（２）遊休地の活用を行う者との調整 

     遊休地に興味がありそうな事業者とのマッチングを図り、遊休地の売却または賃貸借等

についての説明を行えるよう調整を行う。 
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